
声をあげよう！   仲間を広げよう！   人間らしく働く権利の確立をめざして！ 

パート・非常勤部会ニュースｎｏ．３ 

大阪市北区錦町２－２ 国労会館１F 大阪労連パート・非常勤部会  ２００７・２・１６ 

          

♪♪♪ パート春闘学習おしゃべり交流会に 45 名が参加 ♪♪♪ 

☆ 桂 福車さんのお話  ～ ～ 「柳沢厚生労働大臣は失言する機械」 ～ ～ 

 約 30 分間、落語を交えてお話してくれました。福車さんは柳沢厚生労働大臣の「女性は産む機

械」発言を皮肉って「柳沢さんは失言する機械」と。(「福車さんに座布団一枚」) また、柳沢さ

んのパートナーが「学校の勉強はよくできるけれど、馬鹿なのよ」と言っているとも。また、ホ

ワイトカラーエグゼンプションについて、「天下の大企業が堂々とやる」と言っていると批判。「年

収一千万円以上と言っていても 400 万、500 万に下げられてくる。自分は以前郵便局で働いてい

たが、郵便局の仕分け作業などは仕事が遅い早いと言ってもそんなに大差はない。野球選手など

と違い、時間を積み重ねていく仕事にまで拡大すべきではない、不法残業の温床になる」と話さ

れた後、落語を聞かせてくれました。 

 

07 年パート・非常勤部会春闘の具体的方針 

① 雇用を確保し、賃金・労働条件改善の要求書提出と交渉を行いましょう 

     要求目標は「時間給 1000 円以上」「時間給 100 円以上引き上げ」です 

◇◇◇07 春闘共闘単産方針より◇◇◇ 

  生協労連  パート・アルバイト時間給 50 円以上、関西地連ミニマム時間額 750 円クリア 

  全国一般  賃上げ要求 150 円 

  化学一般  50円  ← 今年初めて 50円引き上げ要求を提出 

  全印総連  パートの「時給 1000円以上」「時間給 50 円以上の引き上げ」 

  大阪国公  最低賃金を月額相当 15 万円、日額 7400 円、時間額 1000 円以上に引き上げ 

  国労大阪  契約社員、パート社員に正社員に準じた賃上げ。本人希望に基づき、正社員化 

  建交労   1時間 140円 

②  地域春闘を闘いましょう。 

   2・23 の地域総行動に参加をし、地域労連とともに時間給申し入れ行動に参加を! 

     ○ 東部地区協議会  AM9 時に河内勤労会館集合(AM、PM 申し入れ) 

     ○ 大東労連     AM9 時に大東市役所内、大東市職労集合(AM 申し入れ) 

     ○ 堺労連      PM1 時に堺労連集合(PM 申し入れ) 

     ○ 女性部      PM1 時 30 分に大阪労連集合(スーパー・労組などに申し入れ) 

③ 自治体・国に向けて均等待遇運動をすすめましょう。 

○ 「実現しよう! まともな賃金と均等待遇・働くルールを求める 100 万署名」に取り組もう。 



○ パート労働法の実効ある改正に向けて運動しよう。 

○ 自治体意見書採択運動を! 自治体要請・申し入れ行動に参加を! 

④ 春闘を闘いながら、仲間を増やしましょう。 

   職場の未組織のアルバイトや非常勤労働者・派遣労働者などとの対話をすすめよう。 

 ⑤ 最低賃金の大幅引き上げを闘いましょう。 

○ 1 ヶ月の家計簿をつけて最低賃金生活を告発する人を募集中です。 

○ 最低賃金の大幅引き上げと全国一律最低賃金制確立を求める署名を推進しましょう。 

具体的行動 
 

    ☆パート春闘宣伝☆               ☆パート1000 人パレード☆ 

 日時:  2 月 20 日(火) 18:00～18:40         日時:  3 月 2 日(金)  18:45～ 

  場所:  京橋                    場所 中ノ島剣先公園 

 

☆女性部菜の花行動☆           ☆第 15 回パート・臨時で働く仲間の全国交流集会☆ 

日時:  3 月 15 日(木) 12:00          日時:  5 月 26 日～27 日(土～日) 

場所  中ノ島剣先公園(菜の花デモ出発)        場所:  神戸勤労会館 

 

 

 

＃ 8 グループに分けて、約 1 時間おしゃべり交流会をおこないました ＃ 
・半年契約、何年働いても有休が 5 日。「労基法どおり有休を」と交渉し「何年以上の人は 5 日＋

α」になったが、「9 月までの 3 ヶ月で取れ」と言われ、3 月までのばしてもらった。 

・正規と非正規が逆転している。超勤手当も払わずに時間のシフトを都合よく動かしている。 

ある時は「資格あるんでしょ」と言い、ある時は「アルバイトでしょ」と言う。 

・1 年契約の常勤講師で 3 年になる。専任になる事は少ない。お正月が近づくとみんな嬉しそう

だが、自分たちは来年の雇用がどうなるかと不安。教育や学校運営について意見を言うことで

雇用が継続してもらえないのではないかと思い、言いたい事があっても黙ってしまう。 

・週 30 時間、12 年程勤めている。スーパーが近くに建ち、経営が悪くなり、あれもこれもして

存続させようとしている。(人件費削減) 有休が取りにくい。                

などなど 



参加者のアンケートより 
他業種の職場でも賃下げや委託・派遣が多くなりダブルワーク、トリプルワークが増加している

事を知り、やっぱり皆で力を合わせる事が必要だと思いました。もっと参加しないとアカンよね 

 

♪♪♪  2 月 8 日・パート申し入れ行動を展開  ♪♪♪ 

① 政党への申し入れ           実効あるパート労働法の改正を!! 

公明党 府本部では議論せず、府・市議会で議論をしている。要請があったことを報告する 

共産党 表が正規、裏が非正規向けのビラを作って配布しているが、反応がとてもよい。最低賃金

を引き上げる署名や国保料、介護保険料を下げる署名に取り組む。 

自民党 「年収150万円～200万円では結婚できない」と言うと「そんなことはない。昔から一

人口より二人口と言って、二人合わせれば400万円になる」との返答。 

民主党 「要請書を持って伺いたい」と申し込んだら、電話で「受け取りは出来ない」と拒否。 

社民党 趣旨はよく知っている。党本部でも学習をした。今後も力を合わせ、頑張りたい。 

 

②業界団体・自治体市長会への申し入れ    パート時間給 1000 円に、労働条件改善を、雇用の安定 

イオン西日本

カンパニー 

非正規はコミュニティ社員と呼んでいる。登用試験により昇格もある。昇格機会や基準は正規

と同じ。違うのは退職金と一時金の割合、転居を伴う配転がないこと。契約は半年契約で1年続

いた人は長く続く。希望すれば正規になれる。西日本(三重名張から山口)全体のコミュニティ社

員の時給平均は約900円。大阪の求人時給は850円。昇格すれば1000円をはるかに超える。パ

ートの年休取得もほぼ100% サービス残業もない。定年65歳に延長 

大阪府市長会 応対者は自治体の非正規数に改めて驚いていたが、自治体バッシングで少しでも前向き

なことをやると叩かれると述べるにとどまった。 

大阪府外食産

業 

人が不足している。パート時給を上げて人の取り合いになっている。最賃要求は理解でき

る。パートの見方は2面ある。一つは楽しい職場で時間を優雅に使いたいと働くパート。もう

一つは、母子家庭など経済的に稼がなければいけないパート。シングルマザーは考えない

といけないと思う。外食産業については少子高齢化のもと、マーケットが下がり、人出不足

倒産も出てくるのではないかと思っている。求人費は年々膨らむが採用実績は減少してい

る。1ヶ月で研修して3ヶ月で辞められては採算が合わないので、長期に働いて欲しい。 

ライフコーポ

レーション 

パート確保が厳しい。市場水準の労働条件が出せない所は人出不足倒産もあるのではな

いか。パートで働くよりも派遣の時給が良いので派遣に流れているのではないか。首都圏

では市場により、パート募集時給が100円近くアップしており、近畿圏でも50円以上アップし

ているのではないか。正規とパートの違いは何かと言われると、能力が高いから正規とも

思っていない。違いは働き方だと思う。会社に軸足を置いているのが正規で家庭に軸足を

置いているのがパート。パート時給を上げると正規の人数比率を下げざるを得ない。昨年

65歳まで再雇用制度を導入。厚生年金適用拡大問題について、昨年まで「反対、反対」だ

ったが、人出不足のため、年金だけでなく税制も含めた整備が必要とも考えている。 



近畿百貨店協

会 

百貨店の非正規は「定時」「契約」という呼称。非正規も正規の組合に入っていてコミュニケーシ

ョンをとっている。1000円以下はおそらくないと思う。要請内容は各デパートに伝える。 

日本チェーン

ストア協会関

西支部 

申し入れは要請書を添付して本部にあげる。 

大阪府中小企

業団体中央会 

参加の団体には伝える。 

 

♪♪自治体臨時職員の賃金・処遇の改善を求めての要請行動♪♪ 

昨年実施した「大阪府下における自治体における臨時・非常勤職員の実態と公契約に係わる調

査結果」に基づいて自治体要請行動を行いました。大阪労連・自治労連・パート・非常勤部会・

地域労連で行動しました。結果は後日報告します。臨時職員の賃金・労働条件は昨年の秋冬季闘

争を通じて引き上げられている自治体もいくつかあり、この 4 月から改定という自治体もありま

した。秋冬季闘争時にアンケート結果をみて、「臨時職員の賃金引き上げを交渉するので、この

10年で大阪府最低賃金がいくら上がっているのか」と問い合わせてこられた組合もあり、今年度、

臨時職員の時間給が上がると聞いています。 

○要請した自治体○ 

堺市・高石市・泉大津市・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・大阪府・東大阪市・八尾市・

松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内長野市・守口市・門真市・四條畷市・寝屋川市・

枚方市・交野市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・島本町 

○臨時職員の時間給改善自治体○ 

・和泉市 → 昨年 11/1 に日額 100 円アップ(時給は 7.5 時間で割った額) 

・貝塚市 → 一昨年 810 円から 800 円にカットされ、再び 810 円に押しもどした。 

・泉佐野市 → 一般事務と保育士 5 円アップ、看護師 10 円アップ 

・交野市 → 臨時時間給 760 円ではなく 800 円の間違いだったと自治体当局が訪問時述べた 

・高槻市 → 19 年 4/1 より非常勤の一般事務・技術職は月額 137,500 円を 140,000 円に 

・島本町 → 昨年、図書館司書を 30 円アップ 

・豊中市 → 一時金を廃止。その額を時間給に組み込んで臨時最低額 824 円を 990 円に(変更) 

    府の教育委員会は弱いものいじめをするな!      大教組  小林郁子 

 ３学期を向かえ大変な問題が相次いで起こっている。まず、賃金引下げが強行されようとして

いること。正規職員と同等の 1.46％の引き下げを非常勤にも課すことで「正規との均衡」という

文言をこんなところで始めて使われた！「違うやろ！」と言いたい。法の定めにより一時金は支

給できないし退職金もない。生活保護費以下の年収で仕事の内容は正規と同様のことをしている

と抗議し、撤回を強く求めている。 

 次に雇い止め問題が急浮上で、今週はパニック状態に。いま取組み中である。とにかく、府教

委は弱いものいじめをするな！！         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


